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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操向輪に転舵トルクを付加する転舵手段、およびハンドルに操舵力を付加する操舵反力
手段の少なくともいずれか一方を駆動制御する操舵制御手段と、
　車両の動力源が停止するか否かを判定する動力停止判定手段と、
　路面から車両のタイヤへの入力を検出するタイヤ入力検出手段と、
　車両の動力停止が判定され、かつタイヤ入力が変化しない状態が所定時間継続したとき
、前記操舵制御手段を停止させる操舵制御停止手段と、
　を備えることを特徴とする車両用操舵制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の車両用操舵制御装置において、
　運転者がハンドルから手を放しているか否かを検出する手放し検出手段を備え、
　前記操舵制御停止手段は、前記手放し状態が前記所定時間以上継続したとき、操舵制御
を停止させることを特徴とする車両用操舵制御装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の車両用操舵制御装置において、
　前記ハンドルに入力される操舵トルクを検出する操舵トルク検出手段を備え、
　前記手放し検出手段は、前記操舵トルクが変化しない状態が前記所定時間継続したとき
、手放し状態である判定することを特徴とする車両用操舵制御装置。
【請求項４】
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　請求項３に記載の車両用操舵制御装置において、
　前記操舵反力手段は、操舵反力モータを有し、
　前記手放し検出手段は、前記操舵反力モータに流れる電流変化に基づいて前記操舵トル
ク変化を検出することを特徴とする車両用操舵制御装置。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４のいずれか１項に記載の車両用操舵装置において、
　前記タイヤ入力検出手段は、ラック軸力変化から前記タイヤ入力変化を検出することを
特徴とする車両用操舵制御装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の車両用操舵制御装置において、
　前記転舵手段は、転舵モータを有し、
　前記タイヤ入力検出手段は、前記転舵モータに流れる電流変化に基づいて前記ラック軸
力の変化を検出することを特徴とする車両用操舵制御装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の車両用操舵制御装置において、
　前記ハンドルと前記操向輪とは、機械的に切り離され、
　前記ハンドルと前記操向輪とを機械的に連結するバックアップ機構を備え、
　前記車両の動力停止が判定されたとき、前記バックアップ機構を連結し、前記転舵モー
タを用い、運転者の操舵トルクに操舵付加トルクを与えるパワーアシスト制御を行うパワ
ーアシスト制御手段と、
　を備えることを特徴とする車両用操舵制御装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハンドルを有する操舵側と操向タイヤを有する転舵側との間に機械的なつな
がりが無いステア・バイ・ワイヤシステム等に採用される車両用操舵制御装置の技術分野
に属する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ABSコントローラを介して車速情報を取得するステア・バイ・ワイヤ（SBW）シス
テムでは、イグニッションスイッチがオフされ、かつ車速ゼロが検出された場合に限り、
SBWコントローラへの駆動電力の供給をオフする構成となっている。これにより、走行中
にイグニッションスイッチがオフされた場合でも、車速がゼロとなるまではABSコントロ
ーラへの電力供給が中止されないため、SBWコントローラは、ABSコントローラより車速情
報を取得することが可能となり、安全にSBW制御を継続することができる（例えば、特許
文献１参照）。
【特許文献１】特開２００４－１６８２５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記従来技術にあっては、例えば車内ネットワーク異常の発生等により
車速情報が失陥すると、車速情報が得られないため、走行中のイグニッションスイッチオ
フにより操舵制御を終了してしまう。または駐車時にイグニッションスイッチをオフして
も操舵制御が終了しない等の問題が生じるおそれがある。
【０００４】
　本発明は、上記問題に着目してなされたもので、その目的とするところは、操舵制御を
正常に終了させることができる車両用操舵制御装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上述の目的を達成するため、本発明では、
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　操向輪に転舵トルクを付加する転舵手段、およびハンドルに操舵力を付加する操舵反力
手段の少なくともいずれか一方を駆動制御する操舵制御手段と、
　車両の動力源が停止するか否かを判定する動力停止判定手段と、
　路面から車両のタイヤへの入力を検出するタイヤ入力検出手段と、
　車両の動力停止が判定され、かつタイヤ入力が変化しない状態が所定時間継続したとき
、前記操舵制御手段を停止させる操舵制御停止手段と、
　を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明にあっては、車両の動力源が停止し、かつ、路面からの入力が発生していない状
態が所定時間継続したとき、車両停止と判断して操舵制御手段を終了する。すなわち、車
両が確実に所定時間以上停止している場合に限り、操舵制御手段を停止させるため、走行
中の操舵制御停止を防ぐことができる。

【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を、実施例１，２に基づいて説明する。
【実施例１】
【０００８】
　まず、構成を説明する。
  図１は実施例１のステア・バイ・ワイヤ（SBW）システムの構成を示す図である。
  実施例１に示すSBWシステムは、ハンドル１および操舵反力用アクチュエータ（操舵反
力手段）２と、操向タイヤ３および転舵用アクチュエータ（転舵手段）４との間に機械的
なつながりが無い。
【０００９】
　このSBWシステムは、ハンドル１の回転操作に応じて、転舵用コントローラ６で演算さ
れた指令値に基づいて転舵用アクチュエータ４が駆動されることで、転舵動作を達成して
いる。転舵用アクチュエータ４は、ブラシレスモータ等の電動モータ４ａにより構成する
ことができる。
【００１０】
　ハンドル１に操舵反力を与えるための操舵反力用アクチュエータ２は、転舵用アクチュ
エータ４と同様にブラシレスモータ等の電動モータ２ａにより構成することができる。操
舵反力用アクチュエータ２は、操舵反力用コントローラ５で演算された指令値に基づいて
駆動される。
【００１１】
　操舵反力用コントローラ５および転舵用コントローラ６で演算される指令値は、操舵反
力用アクチュエータ２および転舵用アクチュエータ４を構成する電動モータへの電流指令
値となる。操舵反力用コントローラ５、転舵用コントローラ６間は、通信ライン７で各信
号の伝達を行っており、この通信ライン７は２重系の構成となっている。
【００１２】
　また、操舵反力用アクチュエータ２および転舵用アクチュエータ４の動作状態を検出す
るセンサ（モータ回転角センサなど）も２重系の構成となっており、SBWシステムとして
冗長な構成を実現している。
【００１３】
　上記のように構成されたSBWシステムは、イグニッションスイッチ８がオンされること
で動作を開始する。また、実施例１において、SBWシステムの終了は、走行中に誤ってイ
グニッションスイッチ８がオフされた場合の安全性を考慮し、イグニッションスイッチ８
のオフで直ちにSBWシステムを終了しないよう構成されている。車両の確実な停止および
運転者がハンドル１を放している状態であると判定された後に、SBWシステムを終了させ
る構成としている。
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【００１４】
　次に、作用を説明する。
  ［操舵制御処理］
  図２は、実施例１の操舵反力用コントローラ５および転舵用コントローラ６で実行され
る操舵制御処理の流れを示すフローチャートで、以下、各ステップについて説明する。こ
の処理は、所定の制御周期（例えば5msec）で実行される。
【００１５】
　ステップＳ１では、イグニッションスイッチ８から出力されるIGN信号の状態をチェッ
クする（動力停止判定手段に相当）。IGN信号がオンの場合にはステップＳ６へ移行し、
オフの場合にはステップＳ２へ移行する。
【００１６】
　ステップＳ２では、操舵反力用アクチュエータ２の操舵反力モータ２ａに流れる電流を
チェックする（手放し検出手段に相当）。この操舵反力モータ電流値は、操舵反力用コン
トローラ５が演算する操舵反力モータ電流指令値と実際に操舵反力モータ電流を検出した
値とのどちらを用いても良い。ここで求めた操舵反力モータ電流値の絶対値が所定の手放
し電流しきい値Ih以上の場合は、運転者が操舵している、すなわちハンドル１を握ってい
ると判断し、ステップＳ６へ移行し、操舵反力モータ電流値の絶対値が手放し電流しきい
値Ih未満の場合は、運転者が操舵を行っていない、すなわちハンドル１から手を放してい
る状態と判断し、ステップＳ３へ移行する。
【００１７】
　ここで、手放し電流しきい値Ihは、充分に小さな値であり、操舵反力モータ電流の絶対
値が手放し電流しきい値Ihよりも小さい場合は、ハンドル１にトルクが加えられていない
状態と判断できる。実施例１では、操舵反力モータ電流を用いて運転者がハンドル１から
手を放している状態を判断したが、ステアリングコラムシャフトに設置したトルクセンサ
などにより検出または推定した、操舵トルクに基づいて判断しても良い（操舵トルク検出
手段に相当）。
【００１８】
　ステップＳ３では、転舵用アクチュエータ４の転舵モータ４ａに流れる電流をチェック
する（タイヤ入力検出手段に相当）。この転舵モータ電流値は、転舵用コントローラ６が
演算する転舵モータ電流指令値と実際に転舵モータ電流を検出した値とのどちらを用いて
も良い。ここで求めた転舵モータ電流の絶対値が車両停止電流しきい値Is以上の場合には
、ステアリングラックに軸力変化が生じている、すなわち車両が走行している状態と判断
し、ステップＳ６へ移行し、転舵モータ電流の絶対値が車両停止電流しきい値Is未満であ
る場合には、ステアリングラックに軸力変化が生じていない、すなわち車両が停止してい
る状態と判断し、ステップＳ４へ移行する。
【００１９】
　ここで、車両停止電流しきい値Isは、仮に運転者がハンドル１から手を放していても、
車両が走行している状態では転舵モータ電流の絶対値が車両停止電流しきい値Isよりも大
きくなるような、十分に小さい値に設定している。実施例１では、転舵モータ電流を用い
て車両の停止状態を判断しているが、ステアリングラック軸に生じる力を検出する軸力セ
ンサなどにより検出または推定し、ステアリングラック軸力に基づいて判断しても良い。
【００２０】
　ステップＳ４では、操舵反力モータ電流の絶対値が手放し電流しきい値Ih未満、かつ転
舵モータ電流の絶対値が車両停止電流しきい値Is未満である状態が継続した時間OFFtimer
をチェックする。OFFtimerが所定時間Ts以上の場合は、ステップＳ５へ移行し、OFFtimer
が所定時間Ts未満の場合はステップＳ６へ移行する。IGN信号がオフで、操舵反力モータ
電流の絶対値が手放し電流しきい値Ih未満、かつ転舵モータ電流の絶対値が車両停止電流
しきい値Is未満の状態が所定時間Ts（例えば15秒）継続した場合は、確実に運転者がハン
ドル１から手を放し、車両が停止している状態と判断する。
【００２１】
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　ステップＳ５では、SBWシステムを終了させる（操舵制御停止手段に相当）。転舵用コ
ントローラ６では転舵モータ４ａへの電流指令値出力を終了し、操舵反力用コントローラ
５では操舵反力モータ２ａへの電流指令値出力を終了する。
【００２２】
　ステップＳ６では、通常のSBW制御、すなわち転舵用コントローラ６では転舵モータ４
ａへの電流指令値を出力し、操舵反力用コントローラ６では操舵反力モータ２ａへの電流
指令値出力を行う（操舵制御手段に相当）。
【００２３】
　［技術背景］
  車両制御システムのネットワーク化が進展している今日においては、車速センサにより
検出された車速信号を、ステア・バイ・ワイヤ（SBW）システムが車速センサから直接受
け取る構成を採るとは限らず、車内ネットワークを経由して他の制御システムから車速情
報を取得している場合がある。このような構成を採る操舵制御装置では、例えば、運転者
等によりイグニッションスイッチがオンからオフに切り替えられた場合には、一般にはエ
ンジンが停止、つまり車両が駐停車していることを前提に車両制御システムが構成されて
いるため、イグニッションスイッチのオフ後は、車速情報を生成する他のシステム（例え
ば、ABSシステム）を含めてシステム全体に供給される駆動電力が切断される構成が、一
般的に採用されている。
【００２４】
　このように、他のシステムから車速情報を取得するような構成を採る操舵制御装置によ
ると、イグニッションスイッチのオフ後は他のシステムに供給される駆動電力も切断され
るため、操舵制御装置は他のシステムから車速情報を取得することができない。
【００２５】
　これらの問題を解決するため、特開２００４－１６８２５８号公報に記載の車両用操舵
装置では、イグニッションスイッチのオフ状態を検出してオフ通知を出力するSBWコント
ローラと、車輪速センサから車速情報を取得し、車速がゼロであることを検出した場合に
、車速ゼロ情報を出力するABSコントローラとを備えている。ABSコントローラは、SBWコ
ントローラからイグニッションスイッチのオフ通知の出力があり、かつ、当該車両の車速
がゼロである場合に限り、バッテリーからの駆動電力の供給を中止する構成となっている
。これにより、走行中にイグニッションスイッチがオフされた場合でも、ABSコントロー
ラより車速情報を取得することが可能となり、安全にSBW制御を継続することができる（
図３）。
【００２６】
　しかしながら、上記従来技術にあっては、例えば、車内ネットワーク異常の発生等によ
り車速情報が失陥した場合、下記のような問題が生じるおそれがある。
  (a)図４に示すように、走行中に車速をゼロと誤認識した場合、イグニッションスイッ
チがオフされると、ABSシステムへの電力供給が停止するため、SBWシステムは車速情報が
得られなくなる。
  (b)図５に示すように、駐車時に車速をゼロ以外と誤認識した場合、イグニッションス
イッチをオフしたにもかかわらず、SBWシステムが終了せず、バッテリー電源が消費され
る。
【００２７】
　通常、SBWシステムでは、その重要性から考えて、操舵制御関連情報と異なり車速情報
は冗長構成としていない。よって、別途SBWコントローラで車速センサ信号を直接読み込
むなどの冗長構成とした場合、コストアップにつながる。
【００２８】
　［SBWシステム終了判定作用］
  これに対し、実施例１のSBWシステムでは、イグニッションスイッチ８がオフされ、運
転者がハンドル１から手を放し、かつ路面からの入力が発生していない状態が所定時間Ts
以上継続したとき、車両停止と判断し、SBWシステムを終了する。
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【００２９】
　すなわち、イグニッションスイッチがオフされ、操舵反力モータ電流の絶対値が手放し
電流しきい値Ih未満であり、かつ、転舵モータ電流の絶対値が車両停止電流しきい値Is未
満である状態が、所定時間Ts以上である場合には、図２のフローチャートにおいて、ステ
ップＳ１→ステップＳ２→ステップＳ３→ステップＳ４→ステップＳ５へと進み、ステッ
プＳ５では、SBWシステムを終了させる。
【００３０】
　よって、エンジンが停止し、ハンドル１が握られておらず、かつ操向タイヤ３が転舵さ
れていない状態が所定時間Ts継続した場合、すなわち車両が確実に停止しているときにの
み、SBWシステムを終了するため、走行中にSBWシステムが停止するのを防ぐことができる
。また、車両の停止判断に用いる操舵制御関連情報（操舵反力モータ電流、転舵モータ電
流）は、SBWシステムにおいて重要度が高く、冗長構成（２重系以上）となっているため
、１次失陥で信号が異常となることが無い。よって、コストアップを伴うことなく、正常
にSBWシステムを終了することが可能となる。
【００３１】
　［転舵モータ電流変化に基づくタイヤ入力変化検出作用］
  実施例１では、タイヤ入力変化を、ラック軸力変化から検出している。走行中は直進時
でも操向タイヤ３を介して路面からの力を受けるため、所定値以上の軸力が生じている場
合には、走行中であると判断できる。
【００３２】
　また、ラック軸力変化を、転舵モータ４ａに流れる電流の変化から求めている。転舵モ
ータ４ａには、転舵角指令値に実際の転舵角を一致させるための電流指令値が入力される
。すなわち、直進走行（転舵角ゼロ）であっても、路面からの外乱等を補うため、走行中
において実際にモータへ流れる電流は常に変化している。よって、この路面からの影響を
含む電流値の変化状態をモニタリングすることにより、ラック軸に生じる軸力変化に対応
した値を求めることができる。
【００３３】
　［操舵反力モータ電流変化に基づく手放し検出作用］
  実施例１では、運転者がハンドル１から手を放しているか否かを、運転者の操舵トルク
から検出している。運転者がハンドル１を握っている状態では、常にハンドル１に操舵ト
ルクが生じているため、このトルクが生じている間は、SBWシステムを終了しない。これ
により、仮にエンジンが停止している場合であっても、SBW制御だけでなく、ステアリン
グアシスト制御（EPS制御）などの継続が可能となり、エンジン停止後の据え切りにも対
応可能となる。
【００３４】
　また、操舵トルクを、操舵反力トルクを発生させる操舵反力モータ２ａに流れる電流の
変化から求めている。操舵反力モータ２ａには、操舵角、操舵角速度や操舵角速度の微分
値（操舵角加速度）に応じて演算された電流指令値が入力される。すなわち、運転者がハ
ンドル１を握っている場合は、操舵角、操舵角速度や操舵角速度の微分値が変化するため
、常に操舵反力モータ２ａに流れる電流値は変化する。よって、操舵反力モータ２ａの電
流変化をモニタリングすることにより、運転者がハンドル１を握っているか否かを確実に
判断できる。
【００３５】
　次に、効果を説明する。
  実施例１の車両用操舵制御装置にあっては、以下に列挙する効果が得られる。
【００３６】
　(1) 操向タイヤ３に転舵トルクを付加する転舵用アクチュエータ４、およびハンドル１
に操舵力を付加する操舵反力用アクチュエータ２の少なくともいずれか一方を駆動制御す
る操舵制御手段（ステップＳ６）と、車両の動力源が停止するか否かを判定する動力停止
判定手段（ステップＳ１）と、路面からのタイヤ入力を検出するタイヤ入力検出手段（ス
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テップＳ３）と、車両の動力停止が判定され、かつタイヤ入力が変化しない状態が所定時
間Ts継続したとき、ステア・バイ・ワイヤ制御を停止させる操舵制御停止手段（ステップ
Ｓ５）と、を備えるため、車両が確実に停止している状態が一定時間継続した場合に限り
、ステア・バイ・ワイヤシステムを停止させるため、走行中のシステム停止を防止でき、
ステア・バイ・ワイヤシステムを正常に終了できる。
【００３７】
　(2) 運転者がハンドルから手を放しているか否かを検出する手放し検出手段（ステップ
Ｓ２）を備え、操舵制御停止手段は、手放し状態が所定時間Ts以上継続したとき、ステア
・バイ・ワイヤ制御を停止させる。すなわち、車両が停止している場合であっても、運転
者がハンドル１を握っている場合には、ステア・バイ・ワイヤ制御を停止しないため、エ
ンジン停止後の据え切り等に対応して操向タイヤ３を転舵させることができる。
【００３８】
　(3) ハンドル１に入力される操舵トルクを検出する操舵トルク検出手段を備え、手放し
検出手段は、操舵トルクが変化しない状態が所定時間Ts継続したとき、手放し状態である
と判定するため、手放し状態を確実に判定できる。
【００３９】
　(4) 手放し検出手段は、操舵反力モータ２ａに流れる電流変化に基づいて操舵トルク変
化を検出するため、操舵トルク変化をより正確に検出できる。また、操舵反力モータ電流
を検出するセンサは、２重系とした冗長構成であるため、１次失陥が発生した場合でも、
手放し状態を検出することができる。よって、車速信号を用いた従来技術に比して、コス
トアップを伴うことなくシステムの信頼性を高めることができる。
【００４０】
　(5) タイヤ入力検出手段は、ラック軸力変化からタイヤ入力変化を検出するため、車両
が走行中であるか否かを確実に判定できる。
【００４１】
　(6) タイヤ入力検出手段は、転舵モータ４ａに流れる電流変化に基づいてラック軸力の
変化を検出するため、また、転舵モータ電流を検出するセンサは、２重系の冗長構成であ
るため、１次失陥が発生した場合でも、車両が走行中であるか否かを検出することができ
る。よって、車速信号を用いて車両停止を判定する従来技術に比して、コストアップを伴
うことなくシステムの信頼性を高めることができる。
【実施例２】
【００４２】
　実施例２は、運転者の車両停止指示を検出したとき、ハンドルと操向タイヤとの間を連
結するバックアップ機構を作動させ、転舵用アクチュエータを用いて運転者の操舵を補助
するパワーアシスト制御を行う例である。
【００４３】
　まず、構成を説明する。
  図７は、実施例２のステア・バイ・ワイヤ（SBW）システムの構成を示す図であり、実
施例１の構成に対し、ハンドル１と操向タイヤ３との間に、メカバックアップ機構９を設
け、エンジン停止後にパワーアシスト制御を実施する点で異なる。
【００４４】
　メカバックアップ機構９は、操舵反力用アクチュエータ２と転舵用アクチュエータ４と
の間を、例えばケーブル等により機械的に連結するもので、クラッチ１０を締結または解
放することで、ハンドル１と操向タイヤ３との機械的なつながりを断接することが可能と
なっている。
【００４５】
　前記クラッチ１０の締結／解放は、転舵用コントローラ６により制御される。転舵用コ
ントローラ６は、SBW制御中はクラッチ１０を解放させ、SBWシステムが失陥した場合には
、クラッチ１０を締結させてメカバックアップ機構９を作動させる。これにより、SBWシ
ステム失陥時の操舵が可能となる。
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【００４６】
　また、実施例２のSBWシステムでは、イグニッションスイッチ８がオフされたとき、運
転者がハンドル１を握っている場合には、クラッチ１０を締結してメカバックアップ機構
９を作動させ、転舵用アクチュエータ４により運転者の操舵負担を軽減するためのパワー
アシスト制御を実施する。
【００４７】
　次に、作用を説明する。
  ［操舵制御処理］
  図８は、実施例２の操舵反力用コントローラ５および転舵用コントローラ６で実行され
る操舵制御処理の流れを示すフローチャートで、以下、各ステップについて説明する。こ
の処理は、所定の制御周期（例えば5msec）で実行される。なお、ステップＳ１，ステッ
プＳ３～ステップＳ６については、図２のステップＳ１，ステップＳ３～ステップＳ６と
同一の処理を行うステップであるため、説明を省略する。
【００４８】
　ステップＳ２では、操舵反力用アクチュエータ２の操舵反力モータ２ａに流れる電流を
チェックし、操舵反力モータ電流値の絶対値が所定の手放し電流しきい値Ih以上の場合に
は、運転者がハンドル１を握っていると判断してステップＳ７へと移行し、操舵反力モー
タ電流値の絶対値が手放し電流しきい値Ih未満である場合には、ハンドル１から手を放し
ている状態と判断し、ステップＳ３へ移行する。
【００４９】
　ステップＳ７では、メカバックアップ機構９のクラッチ１０を締結させ、ステップＳ８
へ移行する。
【００５０】
　ステップＳ８では、バッテリー電圧の確認を行い、ステップＳ９へ移行する。エンジン
が停止した状態でパワーアシスト制御を続けると、バッテリー電力を消費してしまうため
、バッテリーの状態に応じてパワーアシスト制御を実行または停止するために、バッテリ
ー電圧を確認する。
【００５１】
　ステップＳ９では、転舵モータ４ａの発生トルクを用いてパワーアシスト制御を実施す
る。このステップＳ９とステップＳ８とにより、パワーアシスト制御手段が構成される。
【００５２】
　パワーアシスト制御としては、例えば、特開平１１－３４８９２号公報に記載の技術の
ように、操舵トルク信号に基づいてアシストモータへ供給する目標電流を演算し、実際に
アシストモータに流れる電流値を検出し、両者の偏差に基づいて駆動制御信号をアシスト
モータへ供給する。そして、イグニッションスイッチ８がオフされた場合、ならびにバッ
テリーの電源電圧が所定電圧以下に停止した場合に、駆動制御信号を時間の経過と共に漸
減っせる方法が提案されている。ここで、バッテリーの所定電圧とは、エンジン停止に至
る前の例えば、8V程度を言う。
【００５３】
　なお、上記パワーアシスト制御は、転舵用コントローラ６で行い、操舵反力用コントロ
ーラ５では、操舵反力モータ２ａへの電流指令値を終了する処理を行う。
【００５４】
　［エンジン停止時のパワーアシスト制御作用］
  運転者がイグニッションスイッチ８をオフした後に操舵するような場合、実施例１では
、SBW制御を継続する例を示したが、実施例２では、メカバックアップ機構９を作動させ
てハンドル１と操向タイヤ３とを機械的に連結することで、パワーアシスト制御を実施す
ることが可能となる。
【００５５】
　イグニッションスイッチ８がオフされるとエンジンが停止し、オルタネータによる発電
も停止する。転舵モータ４ａ、操舵反力モータ２ａはバッテリーで駆動されるため、バッ
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テリー電力が消費される。SBW制御を行うには転舵モータ４ａ、操舵反力モータ２ａそれ
ぞれに電流を供給する必要があるが、パワーアシスト制御の場合は転舵モータ４ａのみで
実現できるため、パワーアシスト制御を行う方がバッテリー電力の消費を抑制できる。
【００５６】
　また、エンジン停止状態でのパワーアシスト制御が継続され、バッテリー電圧が低下す
るような場合は、バッテリー電圧を検出し、パワーアシスト制御のアシスト力を徐々に減
らすことで、バッテリー電力の消費を抑えることができる。
【００５７】
　次に、効果を説明する。
  実施例２の車両用操舵制御装置にあっては、実施例１の効果(1)～(6)に加え、以下に列
挙する効果が得られる。
【００５８】
　(7) ハンドル１と操向タイヤ３とを機械的に連結するメカバックアップ機構９を備え、
前記車両の動力停止が判定されたとき、メカバックアップ機構９を連結し、転舵モータ４
ａを用い、運転者の操舵トルクに操舵付加トルクを与えるパワーアシスト制御を行うパワ
ーアシスト制御手段（ステップＳ８、ステップＳ９）と、を備えるため、エンジン停止後
に、転舵モータ４ａおよび操舵反力モータ２ａを用いてステア・バイ・ワイヤ制御を行う
実施例１と比較して、バッテリー電力の消費を抑制できる。
【００５９】
　（他の実施例）
  以上、本発明を実施するための最良の形態を、実施例１，２に基づいて説明したが、本
発明の具体的な構成は、実施例１，２に限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しな
い範囲の設計変更等があっても本発明に含まれる。
【００６０】
　例えば、実施例では、車両の動力源を停止するか否かを、イグニッションスイッチのオ
フで判定する例を示したが、動力源は、ハイブリッドや電気の場合でも、バッテリーが発
電状態でなくなる状態を、同類の停止スイッチ等で判断するか、車両側の電源系監視機能
などから、発電できない状態にある状態信号を受け取り判定しても良い。
【００６１】
　実施例では、ハンドルと操向輪とが機械的に切り離されたステア・バイ・ワイヤシステ
ムに適用した例を示したが、本発明は電動パワーステアリングシステムや可変ギヤ比シス
テム等の操舵制御システムに適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】実施例１のステア・バイ・ワイヤ（SBW）システムの構成を示す図である。
【図２】実施例１の操舵反力用コントローラ５および転舵用コントローラ６で実行される
操舵制御処理の流れを示すフローチャートである。
【図３】従来のSBWシステム終了判定方法を示す図である。
【図４】従来のSBWシステム終了判定方法において、走行中に車速ゼロと誤認識した場合
の問題点を説明する図である。
【図５】従来のSBWシステム終了判定方法において、車両停止中に走行中であると誤認識
した場合の問題点を説明する図である。
【図６】実施例１のSBWシステム終了判定作用を示す図である。
【図７】実施例２のSBWシステムの構成を示す図である。
【図８】実施例２の操舵反力用コントローラ５および転舵用コントローラ６で実行される
操舵制御処理の流れを示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００６３】
　１　ハンドル
　２　操舵反力用アクチュエータ
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　３　操向タイヤ
　４　転舵用アクチュエータ
　５　操舵反力用コントローラ
　６　転舵用コントローラ
　７　通信ライン
　８　イグニッションスイッチ
　９　メカバックアップ機構
　１０　クラッチ

【図１】 【図２】

【図３】



(11) JP 4635602 B2 2011.2.23

【図４】
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【図６】

【図７】

【図８】
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